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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属板、及び該金属板よりも小さい平面積を有して該金属板上に積層される絶縁層と該
絶縁層上に積層される銅箔とからなる積層体を準備する段階と、
　前記金属板の外郭縁と前記積層体の外郭縁との間の距離に該当する領域だけ前記金属板
の上面の一部が露出するように前記金属板上に前記積層体を積層する段階と、
　前記金属板と該金属板上に積層された前記積層体とをホットプレスする段階と、を有し
、
　前記ホットプレスする段階は、ホットプレスによって半硬化状態に変わった前記絶縁層
が前記金属板の表面に沿って流れるようにオーバーフロー（ｏｖｅｒｆｌｏｗ）させるこ
とで前記金属板の露出部分である前記金属板の外郭縁と前記積層体の外郭縁との間の領域
を覆う絶縁領域を形成する段階を含み、
　前記絶縁領域は、前記金属板の外郭縁と前記銅箔の外郭縁との間の距離だけ絶縁させる
絶縁距離を有することを特徴とする銅箔積層板の製造方法。
【請求項２】
　前記金属板上に前記積層体を積層する段階の前に、前記金属板の外郭縁と前記積層体の
外郭縁との間の距離に該当する領域に重畳させて前記金属板の縁を覆うように絶縁フィル
ムを付着する段階を更に有することを特徴とする請求項１に記載の銅箔積層板の製造方法
。
【請求項３】
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　前記絶縁距離は、１ｍｍ以上１５ｍｍ以下の範囲内で調節されることを特徴とする請求
項１に記載の銅箔積層板の製造方法。
【請求項４】
　前記銅箔は、前記絶縁層に対応するサイズで形成されるか又は前記絶縁層より小さいサ
イズで形成されて縁に沿って前記絶縁層を露出させることを特徴とする請求項１に記載の
銅箔積層板の製造方法。
【請求項５】
　前記絶縁層は、ポリイミド絶縁層を含むことを特徴とする請求項１に記載の銅箔積層板
の製造方法。
【請求項６】
　金属板、及び該金属板に対応する平面積を有して該金属板上に積層される絶縁層と該絶
縁層上に積層される銅箔とからなる積層体を準備する段階と、
　前記金属板上に前記積層体を積層する段階と、
　前記金属板と該金属板上に積層された前記積層体とをホットプレスする段階と、
　前記銅箔の縁に沿って前記銅箔の周縁から内側に向かう所定サイズの領域を定義し、前
記定義された領域だけ前記銅箔の縁を除去して前記絶縁層の上面の一部を露出させる絶縁
領域を形成する段階と、を有し、
　前記絶縁領域は、前記金属板の外郭縁と前記銅箔の外郭縁との間の距離だけ絶縁させる
絶縁距離を有することを特徴とする銅箔積層板の製造方法。
【請求項７】
　前記絶縁領域を形成する段階は、
　前記定義された領域の内側面に沿って前記銅箔の表面上にテープを付着する段階と、
　前記テープを基準に前記定義された領域に該当する銅箔を除去して前記絶縁層の上面の
一部を露出させる絶縁領域を形成する段階と、
　前記銅箔の表面から前記テープを除去して端部に積層断面を露出させる段階と、を含む
ことを特徴とする請求項６に記載の銅箔積層板の製造方法。
【請求項８】
　前記絶縁領域を形成する段階は、
　前記定義された領域の内側面に沿って前記銅箔の表面上に切断溝を形成する段階と、
　前記切断溝に沿って前記定義された領域に該当する銅箔を除去して前記絶縁層の上面の
一部を露出させる前記絶縁領域を形成する段階と、を含むことを特徴とする請求項６に記
載の銅箔積層板の製造方法。
【請求項９】
　前記絶縁領域を形成する段階は、前記積層体の厚さ方向に前記銅箔と前記絶縁層の一部
とを除去して段差構造を形成する段階を含むことを特徴とする請求項７又は８に記載の銅
箔積層板の製造方法。
【請求項１０】
　前記絶縁領域を形成する段階は、所定の傾斜角度で前記絶縁層及び前記銅箔並びに選択
的に前記金属板の端部を除去して傾斜構造を形成する段階を含むことを特徴とする請求項
７又は８に記載の銅箔積層板の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銅箔積層板の製造方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いた発光装置のように発熱量の大きい電子部品を基板に
実装する場合、電子部品の発熱を、基板を介して効率的に放熱させるために金属基板（Ｍ
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ＣＰＣＢ）が一般的に用いられる。
【０００３】
　ＭＣＰＣＢは、通常のＰＣＢに用いられる製造方法により銅箔（銅張）積層板（Ｍｅｔ
ａｌ　Ｃｏｐｐｅｒ　Ｃｌａｄ　Ｌａｍｉｎａｔｅ：ＭＣＣＬ）の銅箔をエッチング加工
して製作される。銅箔積層板は、回路部分の銅箔と放熱のための金属板の積層構造を有し
、銅箔と金属板との電気的絶縁のために絶縁層が介在する。この絶縁層は、電気的絶縁性
を有すると共に放熱効果を高めるために高熱伝導率材料で１０μｍ程度の薄い層で形成さ
れ、電子部品が実装された銅箔から出る熱を効率的に金属板に伝導する。
【０００４】
　このような銅箔積層板の絶縁層は、高い絶縁性が要求されるが、厚さが非常に薄いため
、絶縁性の確保が重要である。例えば、絶縁層内にピンホール（ｐｉｎ　ｈｏｌｅ）や導
電性異物が混入した場合、絶縁層が損傷して火災のような重大な事故が発生することがあ
るためである。
【０００５】
　従って、製造された銅箔積層板に対する厳重な製造管理が必要であり、耐電圧測定によ
って欠陥の有無等を調査する。しかし、絶縁層の厚さが非常に薄く、端部から銅箔と金属
板が絶縁層の厚さの微小距離で露出しているため、絶縁耐圧が非常に低いという問題があ
った。従って、十分な耐電圧で耐電圧測定を行うのが事実上不可能であり、結局、低い耐
電圧で耐電圧の測定を行わざるを得なかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、耐電圧
測定に十分な絶縁距離を確保することができ、耐電圧を所望の水準に上げて耐電圧測定を
行うことができる銅箔積層板の製造方法を提供することにある。
 
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による銅箔積層板の製造方法は、金
属板、及び該金属板よりも小さい平面積を有して該金属板上に積層される絶縁層と該絶縁
層上に積層される銅箔とからなる積層体を準備する段階と、前記金属板の外郭縁と前記積
層体の外郭縁との間の距離に該当する領域だけ前記金属板の上面の一部が露出するように
前記金属板上に前記積層体を積層する段階と、前記金属板と該金属板上に積層された前記
積層体をホットプレスする段階と、を有し、前記ホットプレスする段階は、ホットプレス
によって半硬化状態に変わった前記絶縁層が前記金属板の表面に沿って流れるようにオー
バーフロー（ｏｖｅｒｆｌｏｗ）させることで前記金属板の露出部分である前記金属板の
外郭縁と前記積層体の外郭縁との間の領域を覆う絶縁領域を形成する段階を含み、前記絶
縁領域は、前記金属板の外郭縁と前記銅箔の外郭縁との間の距離だけ絶縁させる絶縁距離
を有する。
 
【００１０】
　前記絶縁距離は、１ｍｍ以上１５ｍｍ以下の範囲内で調節され得る。
　前記銅箔は、前記絶縁層と対応するサイズで形成されるか又は前記絶縁層より小さいサ
イズで形成されて縁に沿って前記絶縁層を露出させ得る。
　前記絶縁層は、ポリイミド絶縁層を含み得る。
【００１１】
　上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による銅箔積層板の製造方法は、
金属板、及び該金属板に対応する平面積を有して該金属板上に積層される絶縁層と該絶縁
層上に積層される銅箔とからなる積層体を準備する段階と、前記金属板上に前記積層体を
積層する段階と、前記金属板と該金属板上に積層された前記積層体とをホットプレスする
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段階と、前記銅箔の縁に沿って前記銅箔の周縁から内側に向かう所定サイズの領域を定義
し、前記定義された領域だけ前記銅箔の縁を除去して前記絶縁層の上面の一部を露出させ
る絶縁領域を形成する段階と、を有し、前記絶縁領域は、前記金属板の外郭縁と前記銅箔
の外郭縁との間の距離だけ絶縁させる絶縁距離を有する。
 
【００１２】
　前記絶縁領域を形成する段階は、前記定義された領域の内側面に沿って前記銅箔の表面
上にテープを付着する段階と、前記テープを基準に前記定義された領域に該当する銅箔を
除去して前記絶縁層の上面の一部を露出させる絶縁領域を形成する段階と、前記銅箔の表
面から前記テープを除去して端部に積層断面を露出させる段階と、を含み得る。
　前記絶縁領域を形成する段階は、前記定義された領域の内側面に沿って前記銅箔の表面
上に切断溝を形成する段階と、前記切断溝に沿って前記定義された領域に該当する銅箔を
除去して前記絶縁層の上面の一部を露出させる前記絶縁領域を形成する段階と、を含み得
る。
　前記絶縁領域を形成する段階は、前記積層体の厚さ方向に前記銅箔と前記絶縁層の一部
とを除去して段差構造を形成する段階を含み得る。
　前記絶縁領域を形成する段階は、所定の傾斜角度で前記絶縁層及び前記銅箔並びに選択
的に前記金属板の端部を除去して傾斜構造を形成する段階を含み得る。
 
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の銅箔積層板の製造方法によれば、耐電圧測定に必要な十分な絶縁距離を確保す
ることができ、耐電圧を所望の水準に上げて耐電圧測定を行うことができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態による銅箔積層板を概略的に示し、（ａ）は断面図であり、
（ｂ）は平面図である。
【図２】（ａ）、（ｂ）は図１の銅箔積層板の変形例を概略的に示す断面図である。
【図３】本発明の他の実施形態による銅箔積層板を概略的に示す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態による銅箔積層板の製造方法を各段階別に概略的に示す図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態による銅箔積層板の製造方法を各段階別に概略的に示す図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態による銅箔積層板の製造方法を各段階別に概略的に示す図で
ある。
【図７】本発明の他の実施形態による銅箔積層板の製造方法を各段階別に概略的に示す図
である。
【図８】本発明の他の実施形態による銅箔積層板の製造方法を各段階別に概略的に示す図
である。
【図９】本発明の他の実施形態による銅箔積層板の製造方法を各段階別に概略的に示す図
である。
【図１０】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図１１】（ａ）、（ｂ）は本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法
を各段階別に概略的に示す図である。
【図１２】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図１３】（ａ）、（ｂ）は本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法
を各段階別に概略的に示す図である。
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【図１４】（ａ）、（ｂ）は本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法
を各段階別に概略的に示す図である。
【図１５】図１０～図１４に示した実施形態による銅箔積層板の製造方法の変形例を概略
的に示す図である。
【図１６】（ａ）、（ｂ）は図１０～図１４に示した実施形態による銅箔積層板の製造方
法の変形例を概略的に示す図である。
【図１７】図１０～図１４に示した実施形態による銅箔積層板の製造方法の変形例を概略
的に示す図である。
【図１８】図１０～図１４に示した実施形態による銅箔積層板の製造方法の変形例を概略
的に示す図である。
【図１９】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図２０】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図２１】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図２２】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図２３】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図２４】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図２５】（ａ）、（ｂ）は本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法
を各段階別に概略的に示す図である。
【図２６】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図２７】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略
的に示す図である。
【図２８】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板の構造を概略的に示す断面図であ
る。
【図２９】本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板の構造を概略的に示す断面図であ
る。
【図３０】（ａ）～（ｃ）は本発明の多様な実施形態による銅箔積層板の構造を示す断面
図である。
【図３１】本発明の一実施形態による銅箔積層板の研削角度による絶縁距離を示すグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の銅箔積層板及びその製造方法を実施するための形態の具体例を、図面を
参照しながら詳細に説明する。しかし、本発明の実施形態は様々な他の形態に変形するこ
とができ、本発明の範囲が後述する実施形態に限定されるものではない。本発明の実施形
態は、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に本発明をより完全に説明
するために提供するものである。
【００１６】
　従って、図面に示した構成要素の形状及びサイズ等はより明確な説明のために誇張する
ことがあり、図面上において実質的に同一の構成と機能を有する構成要素には同一の参照
符号を用いる。
【００１７】
　図１及び図２を参照して本発明の一実施形態による銅箔積層板について説明する。図１
（ａ）及び（ｂ）は、本発明の一実施形態による銅箔積層板を概略的に示す断面図及び平



(6) JP 6043604 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

面図であり、図２（ａ）及び（ｂ）は、図１の銅箔積層板の変形例を概略的に示す断面図
である。
【００１８】
　図１及び図２を参照すると、本実施形態による銅箔積層板（又は銅張積層板）は、金属
板１０と、金属板１０上に順次積層される絶縁層２０と銅箔３０とを含んで構成される。
【００１９】
　金属板１０は、規定されたサイズ（通常５００ｍｍ×６００ｍｍ）の直方体構造を有し
、熱伝導率に優れたアルミニウム（Ａｌ）等の金属材質からなる。金属板１０のサイズと
材質は、これに限定されず、多様に変更することができる。
【００２０】
　絶縁層２０は、金属板１０上に積層され、金属板１０より広い平面積を有する。具体的
に、絶縁層２０は、金属板１０と対応する形状を有し、金属板１０より広いサイズを有す
る形態に設けられる。
【００２１】
　絶縁層２０は、ポリイミド絶縁層を含む。従来のエポキシ系の樹脂からなる絶縁層の場
合、熱伝導率の向上のために放熱フィラーを６０～８０％程度含有しなければならず、絶
縁層の厚さを８０～１００μｍに維持することにより耐電圧特性を確保することができた
。しかし、従来のこのような構造は、衝撃に弱い特性を有しているため、プレス工程で絶
縁層及びＰＳＲ（フォトソルダーレジスト）層が割れ易い問題があった。特に、金属コア
基板を製造するためにパンチを用いて切断する場合、切断される部分は引張応力によって
絶縁層等が破損して異物等が脱落するか又はバリ（ｂｕｒｒ）が発生する問題があった。
従って、このような問題が発生することを考慮して、切断部分に該当する一部領域をスク
ラップ（ｓｃｒａｐ）として確保して廃棄したが、これにより、製品の生産性が低下して
製造費用が上昇するという短所があった。
【００２２】
　本実施形態による銅箔積層板は、既存のエポキシ樹脂系列の絶縁層の代わりに脆性に強
いポリイミド樹脂系の絶縁層２０を用いることにより上述した従来の問題を解決すること
ができる。また、ポリイミド絶縁層によって既存と等しいかそれ以上の熱伝導率を確保す
ることができる上、脆性に強いことからプレス作業時に絶縁層が破損することを防止する
ことができる効果を有する。
【００２３】
　絶縁層２０は、縁である側面２１が金属板１０の外側面１１から外側に更に伸びる構造
で金属板１０上に積層される。図示するように、絶縁層２０は、金属板１０の４個の側面
１１からそれぞれ外側に更に伸びる構造で積層され、金属板１０の各側面１１から伸びる
距離はそれぞれ同一である。
【００２４】
　絶縁層２０の延長距離、即ち金属板１０の外側面１１から絶縁層２０の外側面２１まで
の距離は、後述する銅箔３０の外側面３１と金属板１０の外側面１１との間を絶縁させる
絶縁距離Ｌをなす。絶縁距離Ｌは、１ｍｍ以上１５ｍｍ以下の範囲内で調節される。
【００２５】
　銅箔３０は、絶縁層２０上に積層され、絶縁層２０と対応する形状及びサイズを有する
。銅箔３０は、以後、パターニング工程を経て回路配線（図示せず）を形成する。
【００２６】
　金属板１０と絶縁層２０との間にはポリイミド樹脂系からなるポリイミド接着層４０が
介在する。絶縁層２０がポリイミド絶縁層からなる場合、金属板１０との接着が容易でな
い可能性があるため、接着層４０を金属板１０と絶縁層２０との間に介在させることによ
り、堅固な接着が可能になる。特に、接着層４０が絶縁層２０と同じポリイミド樹脂系列
からなるため、プレス作業時に接着層４０で破損が発生する問題を防止することができる
長所がある。接着層４０は、絶縁層２０と銅箔３０との間にも介在させることができる。
【００２７】
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　このように、本実施形態による銅箔積層板は、金属板１０と銅箔３０との間に備えられ
る絶縁層２０が金属板１０の外側面から外側に更に長く伸びる構造で備えられることによ
り、伸びた距離だけ耐電圧試験に必要な十分な絶縁距離Ｌを確保することができる。即ち
、絶縁層２０内にピンホール（ｐｉｎ　ｈｏｌｅ）や導電性異物等の欠陥があるかを検査
するために耐電圧試験を行う場合、少なくとも１ＫＶ程度の電圧が必要である。従来の銅
箔積層板では、銅箔３０と金属板１０が絶縁層２０の厚さだけ微小距離（通常、数十μｍ
程度）で露出しているため、絶縁耐圧が非常に低く、これにより、数百Ｖｏｌｔの耐電圧
試験では欠陥の検出が困難であるという問題があった。従って、本実施形態による銅箔積
層板では、図示するように、銅箔３０と金属板１０との間に十分な絶縁距離を確保するこ
とにより、安定的に耐電圧試験を行うことが可能である。本実施形態では、絶縁距離の範
囲を１５ｍｍ以下に規定している。１５ｍｍを超えても耐電圧試験を行うには問題がない
が、原資材損失が増加して価格が上昇するという短所がある。
【００２８】
　図３を参照して本発明の他の実施形態による銅箔積層板を説明する。図３に示す実施形
態による銅箔積層板の構成は、図１、図２に示した実施形態と基本的な構造が実質的に同
一である。但し、銅箔の構造が図１、図２に示した実施形態と異なるため、以下では上述
した実施形態と重複する部分に関する説明は省略して銅箔に関する構成を主として説明す
る。
【００２９】
　図３は、本発明の他の実施形態による銅箔積層板を概略的に示す断面図である。
【００３０】
　図３に示すように、銅箔３０は、絶縁層２０より小さいサイズで形成されて縁に沿って
絶縁層２０を露出させる構造で備えられる。これにより、銅箔と金属板との間を絶縁させ
る絶縁層が有する絶縁距離は、金属板の側面から伸びた距離に銅箔から露出した距離が加
えられて増加する。従って、耐電圧試験を行うための絶縁距離が十分に確保されるという
長所がある。
【００３１】
　図４～図６を参照して本発明の一実施形態による銅箔積層板の製造方法を説明する。図
４～図６は、本発明の一実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別に概略的に
示す図である。
【００３２】
　先ず、図４に示すように、金属板１０、及び金属板１０より広い平面積を有して金属板
１０上に積層される絶縁層２０と絶縁層２０上に積層される銅箔３０とからなる積層体を
準備する。
【００３３】
　金属板１０は、規定されたサイズ（通常５００ｍｍ×６００ｍｍ）の直方体構造を有し
、熱伝導率に優れたアルミニウム（Ａｌ）等の金属材質からなる。そして、絶縁層２０と
銅箔３０は、金属板１０と対応する形状を有し、金属板１０より広いサイズを有する形態
に設けられる。
【００３４】
　絶縁層２０は、ポリイミド絶縁層を含む。そして、銅箔３０は、絶縁層２０と対応する
サイズで形成されるか又は絶縁層２０より小さいサイズで形成されて縁に沿って絶縁層２
０を一部露出させる形態に設けられる。
【００３５】
　次に、図５に示すように、絶縁層２０の外側面２１が金属板１０の外側面１１から外側
に更に伸びるように金属板１０上に積層体を積層する。
【００３６】
　具体的に、絶縁層２０は、縁である側面２１が金属板１０の外側面１１から外側に更に
伸びる構造で金属板１０上に積層される。図示するように、絶縁層２０は、金属板１０の
４個の側面１１からそれぞれ外側に更に伸びる構造で積層される。そして、絶縁層２０は
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、金属板１０が絶縁層２０の中央に位置するように金属板１０上に積層され、金属板１０
の各側面１１から伸びる絶縁層２０の距離はそれぞれ同一である。
【００３７】
　絶縁層２０の延長距離、即ち金属板１０の外側面１１から絶縁層２０の外側面２１まで
の距離は、銅箔３０の外側面３１と金属板１０の外側面１１との間を絶縁させる絶縁距離
Ｌをなす。従って、絶縁層２０は、金属板１０の外側面１１から伸びた距離だけ金属板１
０の側面１１と銅箔３０の側面３１との間を絶縁させる絶縁距離Ｌを形成し、絶縁距離Ｌ
は、１ｍｍ以上１５ｍｍ以下の範囲内で調節される。
【００３８】
　次に、図６に示すように、プレスを用いて金属板と金属板上に積層された積層体とをホ
ットプレスして互いに接合させて絶縁距離が確保された銅箔積層板を製造する。
【００３９】
　図７～図９を参照して本発明の他の実施形態による銅箔積層板の製造方法について説明
する。図７～図９は、本発明の他の実施形態による銅箔積層板を製造する方法を各段階別
に概略的に示す図である。
【００４０】
　先ず、図７に示すように、金属板１０、及び金属板１０より広い平面積を有して金属板
１０上に積層される絶縁層２０と絶縁層２０上に積層される銅箔３０とからなる積層体を
準備する。
【００４１】
　金属板１０は、規定されたサイズ（通常５００ｍｍ×６００ｍｍ）の直方体構造を有し
、熱伝導率に優れたアルミニウム（Ａｌ）等の金属材質からなる。そして、絶縁層２０と
銅箔３０は、金属板１０と対応する形状を有し、金属板１０より広いサイズを有する形態
に設けられる。
【００４２】
　絶縁層２０は、ポリイミド絶縁層を含む。そして、銅箔３０は、絶縁層２０と対応する
サイズで形成されるか又は絶縁層２０より小さいサイズで形成されて縁に沿って絶縁層２
０を一部露出させる形態に設けられる。
【００４３】
　図示していないが、絶縁層２０と銅箔３０との間には、ポリイミド樹脂系からなる接着
層４０が更に介在する。
【００４４】
　次に、図８に示すように、金属板１０の上面にポリイミド樹脂系からなる接着層４０を
備えた後、絶縁層２０の外側面２１が金属板１０の外側面１１から外側に更に伸びるよう
に上面に接着層４０が備えられた金属板１０上に積層体を積層し、金属板１０と積層体と
の間に介在する接着層４０を介して互いに仮接着させる。
【００４５】
　具体的に、絶縁層２０は、縁である側面２１が金属板１０の外側面１１から外側に更に
伸びる構造で接着層４０上に積層される。図示するように、絶縁層２０は、金属板１０の
４個の側面１１からそれぞれ外側に更に伸びる構造で積層される。そして、絶縁層２０は
、金属板１０が絶縁層２０の中央に位置するように金属板１０上に積層され、金属板１０
の各側面１１から伸びる絶縁層２０の距離はそれぞれ同一である。
【００４６】
　絶縁層２０の延長距離、即ち金属板１０の外側面１１から絶縁層２０の外側面２１まで
の距離は、銅箔３０の外側面３１と金属板１０の外側面１１との間を絶縁させる絶縁距離
Ｌをなす。従って、絶縁層２０は、金属板１０の外側面１１から伸びた距離だけ金属板１
０の側面１１と銅箔３０の側面３１との間を絶縁させる絶縁距離Ｌを形成し、絶縁距離Ｌ
は、１ｍｍ以上１５ｍｍ以下の範囲内で調節される。
【００４７】
　次に、図９に示すように、図示していない真空チャンバー内で接着層４０を高温で硬化
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させて金属板１０と金属板１０上に積層された積層体とを堅固に接着させて絶縁距離が確
保された銅箔積層板を製造する。
【００４８】
　図１０～図１４を参照して本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板の製造方法につ
いて説明する。図１０～図１４は、本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造す
る方法を各段階別に概略的に示す図である。
【００４９】
　先ず、図１０に示すように、金属板１０と、金属板１０のサイズより小さいサイズを有
する銅箔３０及び絶縁層２０を準備する。
【００５０】
　金属板１０は、規定されたサイズ（通常５００ｍｍ×６００ｍｍ）の四角形構造を有し
、熱伝導率に優れたアルミニウム（Ａｌ）等の材質からなる。そして、銅箔３０と絶縁層
２０は、金属板１０と対応する形状に形成され、金属板１０のサイズより小さいサイズを
有する。銅箔３０と絶縁層２０は、別個に設けられるか又は図示するように積層体として
設けられる。
【００５１】
　次に、図１１に示すように、金属板１０の外郭縁と積層体の外郭縁との間の距離に該当
する絶縁領域Ｓだけ金属板１０の上面の一部が露出するように銅箔３０と絶縁層２０とか
らなる積層体を金属板１０上に積層する。この際、絶縁層２０が銅箔３０と金属板１０と
の間に位置するようにする。
【００５２】
　具体的には、図示するように銅箔３０と絶縁層２０とからなる積層体を金属板１０上に
積層するが、金属板１０の縁が全部露出するように金属板１０の中心部に積層体を積層す
る。この場合、積層体の外郭縁に沿って露出する金属板１０の露出部分は後述する絶縁領
域Ｓに該当し、積層体の外郭縁と金属板１０の外郭縁との間の距離は絶縁距離Ｌに該当す
る。
【００５３】
　次に、図１２に示すように、金属板１０と積層体とをホットプレス（ｈｏｔ　ｐｒｅｓ
ｓｉｎｇ）して接合する。そして、図１３に示すように、ホットプレスによって銅箔３０
と金属板１０との間に位置する絶縁層２０をオーバーフロー（ｏｖｅｒｆｌｏｗ）させて
金属板１０の露出部分を覆う。即ち、高温によって半硬化状態に変わった絶縁層２０に圧
力を加えて絶縁層２０が金属板１０の表面に沿って流れるようにオーバーフローさせるこ
とにより金属板１０の露出部分がカバーされるようにする。これにより、銅箔３０の外郭
縁を囲む絶縁領域Ｓを形成する。絶縁領域Ｓは、銅箔３０の外郭縁と金属板１０の外郭縁
との間の距離だけ絶縁距離Ｌを有する。絶縁距離Ｌは、６ｍｍ以上１０ｍｍ以下であるこ
とが好ましいが、これに限定されるものではない。
【００５４】
　本実施形態により製造された銅箔積層板は、図１４（ａ）に示すように金属板の厚さが
銅箔及び絶縁層の厚さより厚く、その端部から積層断面が露出した構造の段差構造を有す
ることにより十分な絶縁距離（Ｌ＋ｄ）を形成して耐電圧試験が可能であるという特性を
有する。即ち、絶縁層２０内にピンホール（ｐｉｎ　ｈｏｌｅ）や導電性異物等のような
欠陥があるかを検査するために耐電圧試験を行う場合、少なくとも１ＫＶ程度の電圧が必
要であり、図１４（ａ）に示すように銅箔３０と金属板１０との間に十分な絶縁距離を確
保するようになると、安定的に耐電圧試験を行うことができる。従って、図１４（ｂ）に
示すように、従来の銅箔積層板の積層端部から銅箔３０と金属板１０が絶縁層２０の厚さ
だけ微小距離ｄで露出しているために絶縁耐圧が非常に低く、これにより数百Ｖｏｌｔの
耐電圧試験では欠陥の検出が困難であるという問題を解決することができる。
【００５５】
　そして、本実施形態による銅箔積層板の製造方法は、エッチング（ｅｔｃｈｉｎｇ）に
よって銅箔３０を除去する方式ではないため、通常のエッチング方式に必要なマスキング
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処理と現像処理が省略されて価格上昇要因がなく、量産において全数検査が可能であると
いう長所がある。
【００５６】
　図１５～図１８を参照して図１０～図１４に示した銅箔積層板の製造方法の変形例を説
明する。図１５～図１８は、図１０～図１４に示した実施形態による銅箔積層板の製造方
法の変形例を概略的に示す図である。図１５～図１８に示す銅箔積層板の製造方法は、図
１０～図１４に示した製造方法と実質的に同一であるため、図１０～図１４の実施形態と
差異がある部分についてのみ具体的に説明する。
【００５７】
　先ず、図１５に示すように、金属板１０、及び金属板１０のサイズより小さいサイズを
有する銅箔３０と絶縁層２０とからなる積層体を準備する。
【００５８】
　次に、図１６（ａ）、（ｂ）に示すように、金属板１０の露出する縁に沿って絶縁フィ
ルム４０を付着する。具体的には、金属板１０の上面のうち、図１０～図１４に示した金
属板１０の絶縁領域Ｓに該当する金属板１０の縁をカバーするように絶縁フィルム４０を
付着する。絶縁フィルム４０は、絶縁領域Ｓより多少広いサイズで付着されることが好ま
しいが、これに限定されるものではない。そして、絶縁フィルム４０は、約２００℃付近
で作業が行われるホットプレスによって影響を受けないように耐熱フィルムからなる。
【００５９】
　次に、図１７に示すように、金属板１０の絶縁領域を覆う絶縁フィルム４０が露出する
ように銅箔３０と絶縁層２０とからなる積層体を金属板１０上に積層する。そして、金属
板１０と積層体とをホットプレス（ｈｏｔ　ｐｒｅｓｓｉｎｇ）して接合する。次に、図
１８に示すように、ホットプレスによって銅箔３０と金属板１０との間に位置する絶縁層
２０をオーバーフロー（ｏｖｅｒｆｌｏｗ）させて絶縁フィルム４０を覆う。
【００６０】
　このように、金属板１０の露出部分上に予め絶縁フィルム４０を付着する場合は、絶縁
層２０のオーバーフロー区間が足りずに金属板１０の露出部分を完全にカバーすることが
できなくても、絶縁フィルム４０によって露出部分が完全にカバーされることにより十分
な絶縁領域Ｓを確保することが可能である。
【００６１】
　図１９～図２４を参照して本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板の製造方法につ
いて説明する。図１９～図２４は、本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板を製造す
る方法を各段階別に概略的に示す図である。
【００６２】
　先ず、図１９に示すように、金属板１０と、金属板１０のサイズと対応するサイズを有
する銅箔３０及び絶縁層２０を準備する。
【００６３】
　金属板１０は、規定されたサイズ（通常５００ｍｍ×６００ｍｍ）の四角形構造を有し
、熱伝導率に優れたアルミニウム（Ａｌ）からなる。そして、銅箔３０と絶縁層２０は、
金属板１０と対応する形状に形成され、金属板１０のサイズと対応するサイズを有する。
銅箔３０と絶縁層２０は、別個に設けられるか又は図示するように積層体として設けられ
る。
【００６４】
　次に、図２０に示すように、銅箔３０と絶縁層２０とからなる積層体を金属板１０上に
積層する。そして、図２１に示すように、金属板１０と積層体とをホットプレスして互い
に接合する。
【００６５】
　次に、図２２に示すように、銅箔３０の表面上に銅箔３０の縁に沿ってその周縁から内
側に向かって、設定されたサイズの絶縁領域Ｓを定義する。具体的に、本実施形態による
絶縁領域Ｓを定義する段階は、図示するように、絶縁領域Ｓの内側面に沿って銅箔３０の



(11) JP 6043604 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

表面上にテープ５０をテーピングする段階を含む。即ち、銅箔３０の周縁から所定距離だ
け内側に入って銅箔３０の縁に沿ってテープ５０を付着する。この場合、テーピングされ
たテープ５０の外側面と銅箔３０の外郭縁（周縁）との間の領域が絶縁領域Ｓとして定義
される。そして、テープ５０の外側面と銅箔３０の外郭縁との間の距離が絶縁距離Ｌに該
当する。
【００６６】
　次に、図２３に示すように、定義された絶縁領域Ｓだけ銅箔３０の縁を除去して絶縁層
２０の上面の一部を露出させる。具体的には、テープ５０を基準として絶縁領域Ｓと接す
るテープ５０の外側面に沿って銅箔３０を剥がすことにより銅箔３０の縁を除去する。従
って、絶縁層２０の上面の一部が銅箔３０の除去された縁に沿って露出することにより絶
縁領域Ｓを形成する。
【００６７】
　次に、図２４に示すように、銅箔３０の表面からテープ５０を除去して端部に積層断面
が露出した段差構造を有する銅箔積層板を製造する。
【００６８】
　図１９～図２１及び図２５～図２７を参照して本発明の更に他の実施形態による銅箔積
層板の製造方法について説明する。
【００６９】
　図１９～図２１で説明したように金属板１０と絶縁層２０及び銅箔３０とを互いに積層
してホットプレスする段階までは上述した製造方法と同一である。但し、その後に銅箔３
０の表面上に絶縁領域Ｓを定義する段階において差異があるため、本実施形態では実施形
態と差異がある絶縁領域Ｓを定義する段階についてのみ具体的に説明する。
【００７０】
　図２５（ａ）、（ｂ）に示すように、銅箔３０の表面上に銅箔３０の縁に沿ってその周
縁から内側に向かって、設定されたサイズの絶縁領域Ｓを定義する。具体的に、本実施形
態による絶縁領域Ｓを定義する段階は、図示するように絶縁領域Ｓの内側面に沿って銅箔
３０の表面上に切断溝６０を形成する段階を含む。即ち、銅箔３０の周縁から所定距離だ
け内側に入って銅箔３０の縁に沿って金型パンチＰ等を用いてプレスパンチングして切断
溝６０を形成する。この場合、切断溝６０と銅箔３０の外郭縁（周縁）との間の領域が絶
縁領域Ｓとして定義される。そして、切断溝６０と銅箔３０の外郭縁との間の距離が絶縁
距離Ｌに該当する。
【００７１】
　このように銅箔３０の表面上に切断溝６０を形成した後に、図２６に示すように、切断
溝６０に沿って絶縁領域Ｓに該当する銅箔３０を剥がして銅箔３０の縁を除去する。従っ
て、図２７に示すように、絶縁層２０の上面の一部が銅箔３０の除去された縁に沿って露
出することにより耐電圧検査に必要な十分な絶縁領域Ｓを有する銅箔積層板を製造するこ
とができる。
【００７２】
　図２８は、本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板の構造を概略的に示す断面図で
ある。図２８を参照すると、本実施形態による銅箔積層板は、金属板１０上に形成された
絶縁層２０と絶縁層２０上に形成された銅箔３０とを含む。銅箔積層板の少なくとも一側
端部には、絶縁層２０を上方に露出させる段差領域が形成される。
【００７３】
　金属板１０は、発熱特性の良い材料で形成され、例えば、Ａｌ、Ｆｅ等の金属又は合金
で形成され、単層又は多層構造で形成される。絶縁層２０は、基本的に絶縁特性を有する
材料で形成され、無機質又は有機質物質を用いて形成される。例えば、絶縁層２０は、エ
ポキシ系絶縁樹脂で形成され、熱伝導性を向上させるためにＡｌ粉末等の金属粉末が含ま
れた形態で用いられる。銅箔３０は、通常、Ｃｕ薄膜で形成される。
【００７４】
　図２８に示すように、本実施形態による銅箔積層板は、絶縁層２０の一側端部の露出し
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た領域の距離、即ち絶縁距離が絶縁層２０の厚さより大きく形成される。この場合、絶縁
距離とは、金属板１０と銅箔３０との間の絶縁層が露出した領域の距離を意味する。そし
て、銅箔積層板の上方から観察した場合、絶縁層２０の露出した領域の幅を露出幅Ｗ１と
する。図２８のＡ領域は銅箔積層板の製造過程で研削工程等によって除去された領域であ
り、銅箔３０の表面から下方にｈの深さだけ除去されて絶縁層２０がＷ１の露出幅だけ露
出する段差構造を示している。仮に、銅箔積層板の端部が除去されていない状態の場合、
絶縁距離は絶縁層２０の厚さ（ｈ１＋ｈ２）であり、端部の一部分が除去されることによ
り約Ｗ１ほどの絶縁距離を更に確保することができる。これにより、銅箔積層板、即ちＭ
ＣＣＬの耐電圧実験を行う場合に、端部での二つの金属層（金属板１０、銅箔３０）の接
触可能性を最小化することができる構造を有する銅箔積層板を提供することができる。
【００７５】
　絶縁層２０の厚さ（ｈ１＋ｈ２）は数十～数百マイクロメートルであり、除去される絶
縁層２０の厚さｈ１は選択的に定められ、仮に、除去される絶縁層２０の厚さｈ１が薄す
ぎる場合は銅箔３０が残留する可能性があり、除去される絶縁層２０の厚さｈ１が厚すぎ
る場合は金属板１０が露出する可能性があるため、適正な厚さを選択する。銅箔３０は数
マイクロメートルの厚さで形成され、絶縁層２０及び銅箔３０が除去される全厚さｈは絶
縁層２０の厚さを考慮して定められる。
【００７６】
　本実施形態による銅箔積層板は、金属板１０、絶縁層２０及び銅箔３０を順次積層して
形成した後、その一側端部の一部を除去して形成する。金属板１０上に絶縁層２０及び銅
箔３０を積層する工程としては、通常に知られている印刷回路基板用ＭＣＣＬの製造工程
を用いることができる。但し、銅箔積層板の一側端部を除去する工程は、例えば、機械的
加工工程、例えば、研削工程により行うことができ、具体的には、エンドミル（ｅｎｄ　
ｍｉｌｌ）加工、ルーター（ｒｏｕｔｅｒ）加工、又はグラインダー（ｇｒｉｎｄｅｒ）
加工等の機械的加工工程を用いて行うことができる。なお、銅箔３０の端部をエッチング
工程等の化学的工程により除去することを考慮することができるが、マスク処理及び現像
工程等、手続きが複雑で費用的な問題があり、銅箔３０の一部が残留する可能性があるた
め、機械的加工工程を用いる場合に比べて効率が落ちる。
【００７７】
　図２９は、本発明の更に他の実施形態による銅箔積層板の構造を概略的に示す断面図で
ある。図２９を参照すると、本実施形態による銅箔積層板は、金属板１０上に形成された
絶縁層２０と、絶縁層２０上に形成された銅箔３０とを含む。そして、絶縁層２０及び銅
箔３０は所定の傾斜角度θ１で除去された領域を含んでおり、金属板１０にも所定の傾斜
角度θ１で除去された領域が含まれる。
【００７８】
　図２８と図２９とを比較すると、図２８の銅箔積層板の場合、その一側端部に絶縁層２
０を上方に露出させる段差構造が形成されたものであり、図２９の銅箔積層板の場合、絶
縁層２０を上方に露出させる傾斜面構造が形成されたものである。図２８の銅箔積層板の
場合、機械的加工工程により、厚さ方向、即ち、絶縁層２０及び銅箔３０の界面の垂直方
向に銅箔３０及び絶縁層２０をｈだけ除去した後、水平方向にＷ１だけ除去する工程によ
り形成される。図２９の銅箔積層板の場合、所定の傾斜角度θ１で絶縁層２０及び銅箔３
０、そして選択的に金属板１０の端部を除去することにより形成される。
【００７９】
　ここで、傾斜角度θ１は、絶縁層２０及び銅箔３０の界面と絶縁層２０及び銅箔３０の
端部とがなす角度を示し、絶縁層２０の厚さを考慮して所望の絶縁距離Ｌを確保すること
ができるように選択される。傾斜角度θ１は、０＜θ１＜９０（ｄｅｇｒｅｅ）の範囲で
選択される。傾斜角度θ１が大きくなるほど絶縁距離Ｌ及び絶縁層２０の露出領域の幅Ｗ
２は減少し、傾斜角度θ１が小さくなるほど絶縁距離Ｌ及び絶縁層２０の露出領域の幅Ｗ
２は大きくなるため、より大きな絶縁距離を確保するために傾斜角度θ１は小さく選択さ
れ、例えば、０＜θ１≦４５の範囲で選択される。
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【００８０】
　図３０（ａ）～（ｃ）は、本発明の多様な実施形態による銅箔積層板の構造を示す断面
図である。図３０（ａ）～（ｃ）では段差構造と傾斜面構造を混合した端部形状を有する
銅箔積層板を示す。
【００８１】
　図３０（ａ）を参照すると、本実施形態による銅箔積層板は、絶縁層２０に傾斜面が形
成され、銅箔３０は垂直下方に除去された構造を示す。図３０（ａ）に示す銅箔積層板は
、機械的加工工程により銅箔３０を先に下方に除去して絶縁層２０が露出されると、所定
の傾斜角度θ２で絶縁層２０を除去しながら形成される。
【００８２】
　図３０（ｂ）では、絶縁層２０及び金属板１０の端部が傾斜面を有し、絶縁層２０の一
部及び銅箔３０は垂直下方に除去された構造を有する銅箔積層板を示す。図３０（ｂ）に
示す銅箔積層板は、銅箔３０を下方に除去する工程を行いながら絶縁層２０の一部まで下
方に除去した後に所定の角度で絶縁層２０及び金属板１０を除去して形成される。
【００８３】
　図３０（ｃ）では、傾斜面が金属板１０、絶縁層２０及び銅箔３０の一部にも形成され
た構造を有する銅箔積層板を示す。図３０（ｃ）の銅箔積層板は、銅箔３０の一部を下方
に除去する工程を行って銅箔３０の残りの領域及び絶縁層２０を所定の角度で除去して形
成された銅箔積層板を示す。
【００８４】
　図３０（ａ）～（ｃ）に示す銅箔積層板の端部の形状は、機械的加工工程により銅箔積
層板の一側端部を除去する工程を行いながら発生する可能性がある機械的加工工程の工程
誤差、例えば研削誤差によって少しずつ異なるように形成される可能性もある。実質的に
銅箔積層板がいずれの形状を有しても金属板１０と銅箔３０との間の絶縁距離を確保する
ことができ、二つの金属層（１０、３０）の接触可能性を最小化することができる。
【００８５】
　図３１は、本発明の一実施形態による銅箔積層板の研削角度による絶縁距離を示すグラ
フである。ここでは、本実施形態による銅箔積層板の一側端部の傾斜角度θ及び絶縁距離
の関係を示し、金属層と銅箔との間の絶縁層の厚さを１００マイクロメートルで形成した
場合の銅箔積層板に対して測定した結果を示した。
【００８６】
　図３１を参照すると、上述したように、傾斜角度θが大きくなるほど絶縁距離は減少し
、傾斜角度θが小さくなるほど絶縁距離は大きくなることが分かる。具体的には、例えば
、傾斜角度θが１０°の場合、絶縁距離は０．６ｍｍであり、絶縁層の厚さより格段に大
きい絶縁距離を確保することができる。この際、放電電圧は約３０００Ｖになるため、銅
箔積層板に対する耐電圧実験を容易に行うことができる。
【００８７】
　なお、図２９及び図３１を参照すると、銅箔積層板の傾斜角度（θ、θ１）が一定に維
持されると、銅箔積層板の絶縁層２０の厚さに応じて露出幅Ｗ１及び絶縁距離Ｌが変化す
ることが分かる。従って、傾斜角度を一定に維持する場合、製造された銅箔積層板を上方
から観察して露出幅Ｗ１を測定することにより銅箔積層板の絶縁層２０の厚さの分布を容
易に管理することができる。
【００８８】
　以上のように、本発明の実施形態による銅箔積層板の製造方法は、金属板上にサイズが
より大きい絶縁層を積層することにより絶縁距離を確保することができるため工程が単純
になり、大量生産が容易であるため生産性が向上するという長所がある。
【００８９】
　また、従来のように絶縁距離を確保するためにエッチング（ｅｔｃｈｉｎｇ）によって
銅箔３０を一部除去する方式ではないため、通常のエッチング方式に必要なマスキング処
理と現像処理が省略されて価格上昇要因がなく、量産において全数検査が可能であるとい
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う長所がある。
【００９０】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明したが、本発明は、上述の実
施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲を逸脱しない範囲内で多様に変形
実施することが可能である。
【符号の説明】
【００９１】
　１０　　金属板
　１１　　金属板の外側面
　２０　　絶縁層
　２１　　絶縁層の外側面
　３０　　銅箔
　３１　　銅箔の外側面
　４０　　接着層、絶縁フィルム
　５０　　テープ
　６０　　切断溝
　Ｌ　　絶縁距離

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(16) JP 6043604 B2 2016.12.14

【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】
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【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】
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